
消費者庁 栄養成分表⽰検討会報告書（平成23年8⽉23⽇）

⾷塩相当量の記載義務化は残念ながら認められませんでしたが，⾷塩制限の重要性が認識された結果，表⽰すべき栄養成分の優先度の⾒直しがなさ
れました。下表は報告書に添付された別紙「表⽰すべき栄養成分の優先度の⾒直し」（案） よりの抜粋です。
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